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2019年度 新春講演会開催報告 

 

埼環協総務委員会 堀江 匡明 

                   (㈱環境工学研究所) 

 

2019 年度の一般社団法人埼玉県環境計量協議会新春講演会及び意見交換会が令和２年

１月 31日（金）、ラフレさいたまにて多くの方々にご参加いただき開催されました。 

 

１． 開会 １３：００ 

２． 主催者挨拶（吉田会長） 

３． 来賓挨拶（埼玉県計量検定所 石川所長様） 

４． 講演 

講演１「働き方改革～取り組みと課題～」 

 講師：埼玉県社会保険労務士会 理事 

     田中労務経営事務所 特定社会保険労務士 田中 聡 先生 

講演２「地球温暖化（都市の気候の変化）」 

 講師：埼玉県環境科学国際センター 温暖化対策担当 主任 原 政之 先生 

５． 会員表彰 

・功労賞・会長賞・技術貢献賞 

６． 意見交換会 

 

吉田会長の挨拶の後、埼玉県計量検定所の石川所長様が来賓挨拶をされ、講演会が行わ

れました。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

     埼環協 吉田会長          埼玉県計量検定所石川所長 

 

１．新春講演会  開催報告  
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講演１「働き方改革～取り組みと課題～」 

講師：埼玉県社会保険労務士会 理事 

     田中労務経営事務所 特定社会保険労務士 田中 聡 先生 

 

講演内容 

１． なぜ「働き方改革」なのか 

好循環メカニズム実現への横断的課題である「働き方改革」 

経済の持続的成長を阻害する要因として、①労働力減少、②過重労働等最適でな

い労働時間、③労働生産性の低迷にかかわる問題が顕著化 

２． 働き方改革推進関連法の概要 

① 労働基準法 

② 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（雇用対策法） 

③ 労働安全衛生法 

④ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（労働者派遣法） 

⑤ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（労働時間設定改善法） 

⑥ 短時間労働者の改善等に関する法律（パート労働法） 

⑦ 労働契約法 

３． 改正の具体的内容と対応のヒント 

労働時間法見直しの内容 

① 残業時間の上限を規制する 

② 「勤務間インターバル」制度の導入を促す 

③ １人１年あたり５日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務付け 

④ 月６０時間を超える残業は、割増賃金率を引上げ（２５％→５０％） 

⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付け 

⑥ 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充 

⑦ 専門的な職業の方で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」

を新設し、選択できるようにする 

⑧ 「産業医・産業保健機能」を強化し、労働者の健康管理を強化 

 

これからの会社の経営にも影響がでる問題なので皆さん真剣に聞いていらっしゃい

ました。 

 

講演２「地球温暖化（都市の気候の変化）」 

講師：埼玉県環境科学国際センター 温暖化対策担当 主任 原 政之 先生 

 

講演内容 

１． 地球温暖化対策に関わる背景 

２． 埼玉県における気候変動の状況 



― ３ ― 

３． 埼玉県における気候変動の影響と対策 

４． 都市ヒートアイランドについて 

５． 埼玉県におけるヒートアイランド対策 

６． 埼玉県の取組 

 

最近の異常気候もあり、また身近な埼玉県の内容でしたので興味深く聞かれていました。 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

田中 聡 先生               原 政之 先生 

 

次に会員表彰が行われました。 

「功労賞」４名 

埼環協の事業に長年貢献した者のうち、会長、副会長、理事、監事を務められた方 

清水 学 様、堀江 匡明 様、山﨑 研一 様、根岸 哲男様 

「会長賞」２名 

 埼環協の事業に長年貢献した者のうち、委員長・副委員長を務められた方 

 江畑 亨 様、鈴村 多賀志 様 

「技術貢献賞」２名 

 埼環協の事業において技術研鑽で顕著な貢献をされた方 

 渡邉 季之 様、齋藤 友子 様 

 

吉田会長が表彰状を読み上げ、記念品を贈呈しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          吉田会長（前列中央）と受賞された皆様 



― ４ ― 

講演会、表彰の後、隣の会場へ移動して意見交換会を開催しました。吉田会長の挨拶の

後、山﨑顧問の乾杯の音頭で始まり、来賓として、（一社）埼玉県計量協会の金井会長に挨

拶をしていただきました 

その後、表彰者の挨拶、メーカー会員の挨拶（イー・サポート高円寺 菅原様、（株）

エイビス 渡邉様、大起理化工業（株） 山本様、（株）東京科研 斉藤様、ビーエルテッ

ク（株） 岡野様、ラボテック東日本 金田様）が催されました。 

会員の皆さんや講師の先生方と意見交換をしてあっという間に時間が進み、最後に鈴木

副会長の中締めで会はお開きとなりました。 

準備していただいた総務委員会の皆様、事務局の皆様ありがとうございました。 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

      意見交換会の会場       （一社）埼玉県計量協会 金井会長 
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講演資料：「働き方改革～取り組みと課題～」 
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講演資料：「地球温暖化（都市の気候の変化）」 
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～太陽電池モジュールの適正処理について～ 

 

埼玉県ホームページより抜粋 

（埼環協広報委員会編集） 

 

使用済太陽電池モジュール（太陽光パネル）については、廃棄物としての発生を抑制し、可

能な限り適正なリユース・リサイクルに努めることで、循環型社会の形成を推進していくこと

が重要です。 

 

またやむを得ず処分を行う場合は、適正に処理することが必要です。 

廃棄等にあたっては、廃棄物処理法の他、再生可能エネルギー特別措置法や建設リサイクル

法等の各種法令を遵守してください。  

太陽電池モジュールは、一般的には「金属くず」「コンクリートくず及び陶磁器くず」「廃プ

ラスチック類」の混合物です。処理委託を行う場合は、これら品目の許可を受けた処理業者に

委託してください。  

太陽電池モジュール由来の「金属くず」「コンクリートくず及び陶磁器くず」「廃プラスチッ

ク類」を埋立処分する場合には、おおむね最大径 15 センチメートル以下になるよう破砕等を

行ったうえで、管理型最終処分場に埋め立てることが必要です。  

使用済・破損した太陽電池モジュールであっても発電を続けている場合があるため、感電防

止には十分に注意してください。  

破損した太陽電池モジュールは、雨水等の水濡れにより含有物質が流出するおそれがあるの

で、水濡れ防止策をとるように努めてください。  

その他取り扱い上の注意は環境省ガイドラインを御覧ください 

 

埼玉県太陽電池モジュールリサイクル協議会 

埼玉県では、産業廃棄物処理業者、関連事業者、研究機関及び行政機関等が連携し、処理体

制の確立や新たなビジネスの創出を図ることを目的に埼玉県太陽電池モジュールリサイクル

協議会を設置しています。 

 

埼玉県太陽電池モジュールリサイクル協議会について（入会事業者募集中） 

将来的に大量排出が見込まれる使用済太陽電池モジュールについて、リユース・リサイクル

の体制を確立するため、産業廃棄物処理業者、関連事業者、研究機関及び行政機関等が連携し、

処理体制の確立や新たなビジネスの創出を図ることを目的に「埼玉県太陽電池モジュールリサ

イクル協議会」を設置しました。 

県では協議会に参加される事業者を募集しています。 

２．埼玉県情報 



― ２４ ― 

協議会の概要 

事業内容 

 セミナー・研修会等の開催  

 会員の交流の場づくり  

 その他前条の目的を達成するために必要な事業  

 

入会要件 

協議会の目的を共有する方であって、次の各号に該当する方が入会できます。（入会にあた

っては、事務局の承認が必要です。） 

 

(1) 埼玉県内の産業廃棄物処理業者  

 

(2) 一般社団法人埼玉県環境産業振興協会の会員（賛助会員を含む） 

 

(3) 太陽電池モジュール製造事業者 

 

(4) 埼玉県において具体的に太陽電池モジュールのリユース・リサイクルの事業化を検討する

者であって、次の各号のいずれかに該当する者 

 処理装置製造事業者  

 リユース品及びリサイクル資源の利用を検討する事業者  

 その他リユース・リサイクル事業を検討する事業者等  

 

(5) 金融機関 

 

(6) 研究機関及び行政機関 

 

入会申込 

入会を希望される方は、入会申込書を電子メールにてお送りください。 

入会申込書送付先 

a3120-03@pref.saitama.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a3120-02@pref.saitama.lg.jp


― ２５ ― 

埼玉県太陽電池モジュールリサイクル協議会 

入会申込（変更申込・退会届出）書 

 

令和  年  月  日 

（宛先） 

埼玉県太陽電池モジュールリサイクル協議会事務局 

 

 以下のとおり、埼玉県太陽電池モジュールリサイクル協議会に入会申込（変更申込・退

会届出）を行います。 

企業名・団体名  

代表者名  

所在地  

業種（産業分類による）  

担 

当 

者 

氏名  

所属部署名・役職名  

電話番号  

電子メールアドレス  

 

入会要件 

（該当するものに〇） 

 

※ 4号に該当する場合は、具体的な事

業内容などを資料で添付してくださ

い。 

 1  埼玉県内の産業廃棄物処理業者 

 2  埼玉県環境産業振興協会の会員 

 3  太陽電池モジュール製造事業者 

 4  埼玉県において具体的にリユース・リユース事業を検討する者 

   ア 処理装置製造事業者 

   イ リユース品及びリサイクル資源の利用を検討する事業者 

   ウ その他リユース・リユース事業を検討する事業者等 

 5  金融機関 

 6  研究機関及び行政機関 

協議会に期待すること・ 

貢献できること 等 
 

 

問合せ・提出先 

埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 

監視・指導・撤去担当 

TEL : 048-830-3136   FAX : 048-830-4774 

E-Mail : a3120-03@pref.saitama.lg.jp 

  



― ２６ ― 

 

 

法規制の改正等の情報 
 

 

埼環協広報委員会 宮原 慎一 
（㈱環境管理センター） 

 

 

【千葉県残土条例の改正】 

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の改正、施行（令和 2年 2月 18日千葉県規則第 6号）） 

・土壌の測定方法について、平成 31年 3月改正の現行の土壌環境基準の分析方法へ

変更となった。 

・各種様式も改正となり、地質分析（濃度）結果証明書の様式等では測定方法欄が

空欄となり、実際に実施した分析方法を記載することとなった。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/zando/law.html 

 

【個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン】 

厚生労働省より、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関す

るガイドライン」が策定された（令和 2年 2月 17日付け基発 0217第 1号）。 

・令和 3 年 4 月 1 日施行となる、個人サンプラーを使った作業環境測定の趣旨、基

本的な考え方、デザイン、サンプリング、評価等について示した。 

・別途「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について（令和 2

年 1月 27日付け基発第 0127第 12号）」も出され、今回の省令改正の趣旨、内容等

について解説している 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09446.html 

 

【環境省 環境省花粉観測システム（愛称：はなこさん）】 

「環境省花粉観測システム（愛称：はなこさん）」を 2月 1日から稼働し、ホームペー

ジ（http://kafun.taiki.go.jp/）にて花粉飛散情報の提供をすることを発表した。 

上記システムは、花粉症の方がデータを活用し、花粉ばく露からの回避行動や予防

対策、症状緩和を目的としている。同システムにより、以下の 4つの状況がリアルタ

イムに把握することが可能。 

・花粉症の方が多く居住する都市部の花粉飛散状況 

・花粉の発生源である山間部の花粉飛散状況 

・山間部から都市部への花粉の移動を支配する風向、風速の状況 

・花粉の飛散に影響を与える観測地点近隣における気温、降水量の状況 

https://www.env.go.jp/press/107640.html 

  

３.環境情報  

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/zando/law.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09446.html
https://www.env.go.jp/press/107640.html
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2019年度 生物化学的酸素要求量（BOD）共同実験の結果について 

 

埼環協技術委員会 浄土 真佐実 
（㈱東京久栄） 

 

1. はじめに 

生物化学的酸素要求量（以下 BOD）は、英国で河川の汚染指標として考案され、その後

米国において研究が進み、現行の「20℃・5 日間」法が「Standard Methods」に採用され

た。本邦の BOD もこの方法を標準としている。この「5 日間」の根拠は、テムズ川の最大

流達時間に基づいているが、平坦な英国南部と異なり、急峻な地形で河川の流達時間が短

い本邦で 5日間法 BODが採用された経緯は明確ではない。一説によれば微生物による一次

分解過程が、概ね 5日～10日で完了するためとされているが、5日間ありきの感は否めな

い。さりながら、本邦の適用の歴史は古く、第 2次世界大戦前（下水を対象）に遡り、当

初から水中の有機物量あるいは酸素要求ポテンシャル（自浄作用）の指標として用いられ

てきた。近年では、定量性に欠けることから有機物量としての指標性の低下が指摘されて

いるが、酸素要求ポテンシャルの指標として有用性は健在で、河川環境基準、排水基準と

して今後も運用されると思われる。埼玉県は、水域面積に河川が占める割合が多く、従来

から BOD分析のニーズが高い。加えて浄化槽検査の採水員制度に伴う指定計量証明事業所

の技術力担保が必要とされている。従って、BOD の共同実験は今後も継続して実施する予

定である。 

本報告では、開始から 8年目となる「2019年度 BOD共同実験」の結果を報告する。また、

併せて過去 7年間の共同実験結果をまとめ、今後の運用に資する情報を提供する。 

 

2. 共同実験概要 

2.1 実施概要 

【工程】 

試料配布：2019年 10月 10日着（ヤマト運輸クール宅急便、一部事業所は 10月 11日着） 

報告期限：2019年 11月 15日 

 

【方法】 

・分析方法：JIS K 0102 21に規定する方法 

・実施要領：配布試料を 50倍希釈（1Lメスフラスコと 20ml全量ピペットを用いる）し

たものを分析試料とし、1データを報告する。 

・報告事項：50倍希釈液の BOD濃度、分析開始・終了日、採用した希釈段階と DO消費％、

希釈水の BOD 濃度、植種希釈水の BOD 濃度、グルコース-グルタミン酸溶

液（JIS K0102 21備考 3の規定、以下、確認溶液）の BOD濃度、使用した

希釈水の種類、DO測定法、希釈・充填時及び DO測定時の温度管理の有無、

植種の種類 

４ . 埼環協共同実験報告  
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2.2 参加事業所 

参加事業所一覧を、表 1に示した。 

浄化槽指定検査機関、指定計量証明事業者などの 35事業所が参加した。 

 

表 1. 参加事業所一覧 

 

 

2.3 試料の調製 

 試料の調製・配布は、株式会社 東京久栄に委託した。また、配布試料の均一性確認試

験は、技術委員会共同実験 WGが実施した。 

 

【使用試薬等】 

使用試薬等一覧を表 2に示した。 

 

表 2. 使用試薬等一覧 

 

 

 

アルファー･ラボラトリー㈱ ㈱東京建設コンサルタント

エヌエス環境㈱東京支社 東邦化研㈱

大阿蘇水質管理㈱ 内藤環境管理㈱

㈱環境管理センター 北関東技術センター 日本総合住生活㈱

㈱環境技研 戸田テクニカルセンター ㈱本庄分析センター

㈱環境工学研究所 前澤工業㈱

㈱環境総合研究所 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ｾﾒﾝﾄ事業ｶﾝﾊﾟﾆｰｾﾒﾝﾄ研究所

㈱環境テクノ 山根技研㈱

㈱関東環境科学 (一社)埼玉県浄化槽協会法定検査部

㈱熊谷環境分析センター (一財)福岡県浄化槽協会福岡検査センター

㈱建設環境研究所 (一財)福岡県浄化槽協会筑後検査センター

(一社)埼玉県環境検査研究協会技術本部 (一財)福岡県浄化槽協会筑豊検査センター

(一社)埼玉県環境検査研究協会西部支所 菱冷環境エンジニアリング㈱

埼玉ゴム工業㈱ ㈱環境分析研究所

㈱産業分析センター ㈱クレハ分析センター

㈱高見沢分析化学研究所 ㈱日本化学環境センター

㈱武田エンジニヤリング アエスト環境㈱

㈱東京久栄

※結果表に示した事業所Noとの関連はありません。

事業所名（全35事業所）

使用試薬類 グレード等 前処理等

① D(+)-グルコース 関東化学㈱試薬特級 無処理

② ラクトース・1水和物 関東化学㈱試薬特級 無処理

③ 水 共栄製薬㈱蒸留水 ‐
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【配布容器及び配布量】 

ポリエチレン製容器、容量 100ml 

 

【調製方法】 

各試薬の配布溶液調製濃度を表 3に、調製フローを図 1に示した。 

BOD 源として D(+)-グルコースとラクトース・1 水和物を用い、市販の蒸留水による定

容を行った。具体的には、表 2に示した①、②の試薬をそれぞれ秤取り、水（③）8Lに

溶解し、更に水を加えて全量を 10Lとして、60試料分を配布容器に充填した。 

 

表 3. 各試薬の配布溶液調製濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 調製フロー 

項目 単位 配布溶液調製濃度

D(+)-グルコース 375

ラクトース・1水和物 375
㎎/L

攪拌容器

水　8Ｌ

攪拌機で攪拌

D(+)-グルコース 3.75ｇ

ラクトース・1水和物 3.75g

攪拌・溶解

水　総量10Lまで

分取（100ml-PE容器）

50試料を作成、所定数を参加者に配布、5試料を抜き取り均一
性試験を実施
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【目標調製濃度】 

調製濃度期待値を表 4に、調製期待値の計算方法を表 5に示した。 

調製濃度は、50倍希釈後に BODとして浄化槽放流水（数～数十㎎／L）と同程度となる

ことを目途とした。調製試料（配布した試料）の BOD濃度は約 375㎎／Lであり、50倍希

釈後の調製推定濃度は、約 8mg/Lである。 

 

表 4. 調製濃度期待値 

 

 

表 5. 調製期待値の計算方法 

 
 

2.4 均一性の確認 

均一性試験の結果を表 6に示した。 

調製した 60試料の内の 5試料をランダムに抜き出し、TOC分析を各 3回行って、配布試

料の均一性を確認した。 

容器内のばらつきは RSD=4.5％、容器間のばらつきは RDS=4.0％であった。両者のばら

つきはほぼ同程度で且つ報告値のばらつき（後述、RSD=23.6％）に比して十分小さかった

ので、配布試料の均一性に問題はないと判断した。 

項目 単位
50倍希釈後

期待値

BOD ㎎/L 約8

グルコース 化学式：C6H12O6

分解過程： C6H12O6 + 12O ⇒ 6CO2 + 6H2O

ﾗｸﾄｰｽ1水和物 化学式：C12H22O11・H2O

分解過程： C12H22O11・H2O + 24O ⇒ 12CO2 + 12H2O

　BODの酸化率は

56%

41%

よって

従って、試料溶液の期待値は

375×1.0657×0.56+375×1.0657×0.41＝387.648㎎O/L

387.648/50 ＝ 7.753 ≒ 8㎎/L

文献より(徳平ら_1970_用水と廃水、Vol.12,No.2,P90-) 

グルコース1ｇの分解に要する理論酸素量は

(12×15.9994)/180.1572＝1.0657ｇ

ﾗｸﾄｰｽ1水和物1ｇの分解に要する理論酸素量は

(24×15.9994)/360.3144＝1.0657ｇ

　　グルコース

　　ﾗｸﾄｰｽ1水和物
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表 6. 均一性試験の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．共同実験結果 

3.1 共同実験結果と統計解析結果 

共同実験結果を表 7に、基本統計量を表 8に、標準化係数を表 9に、zスコアを表 10に、

報告値のヒストグラムを図 2に示した。 

 

表 7. 共同実験結果 

 

 

試料の BODの結果は、5.43～15.0mg/Lの範囲で、平均値は 9.38mg/L、中央値は 9.24mg/L

であり、目標調製濃度（8 ㎎／L）よりやや高かった。標準偏差は 2.21mg/L、変動係数は

23.6％と良好とは言えず、過去 3年間の結果（変動係数 21.0％、11.8％、18.3％）と比し

て最もばらつきが大きかった。ヒストグラムを見ると、明瞭なピークを持たない台形状の

プロファイルを示し、低値側・高値側ともやや離れた分布があった。この分布を反映して

か両端をカットするロバストな変動係数は 16.4％と比較的良好であった。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.57 9.33 8.85 9.84 9.24 8.48 10.53 8.19 7.30 9.03

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8.76 8.28 14.90 8.16 7.33 9.98 9.59 11.48 9.92 7.24

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8.46 5.94 6.40 5.67 12.59 10.22 7.9 15.04 11.76 9.95

31 32 33 34 35 単位

11.06 8.52 5.43 10.22 11.4 mg/L

BOD結果

BOD結果

事業所No

事業所No

BOD結果

BOD結果

事業所No

事業所No

容器 試験 TOC Avg. SD RSD

No. No. mg/L mg/L mg/L ％

1 1 308.2 297.7 11.259 3.8%
2 285.8
3 299.0

10 1 300.9 294.0 16.436 5.6%
2 305.8
3 275.2

20 1 298.7 304.1 5.086 1.7%
2 304.8

3 308.8
30 1 304.3 307.9 3.232 1.0%

2 310.6
3 308.7

40 1 301.4 306.9 5.021 1.6%

2 308.2

3 311.2

総平均 302.1 - - -

容器内のばらつき 13.54 4.5%

容器間のばらつき 12.11 4.0%
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報告値より標準化係数を求め、Grubbsの検定を行ったところ、危険率 5％で棄却された

データはなかった。z スコアによる評価では、「疑わしい」（2＜｜ｚ｜≦3）と判定された

報告値が 4データ、「不満足」（3＜｜ｚ｜）と判定された報告値が 2データあった。 

 

表 8. 基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 報告値のヒストグラム 

基本統計量表 データ

データ数 ｎ 35

平均値 ｘ 9.387

最大値 max 15.040
最小値 min 5.430

範囲 Ｒ 9.610

標準偏差 ｓ 2.212
変動係数 RSD％ 23.6

中央値(ﾒｼﾞｱﾝ) ｘ 9.240
第１四分位数 Ｑ1 8.175
第３四分位数 Ｑ3 10.220
四分位数範囲 IQR 2.045

正規四分位数範囲 IQR×0.7413 1.516
ロバストな変動係数 ％ 16.4

平方和 Ｓ 166.403
分散 Ｖ 4.894

0

1

2

3

4

5

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

デ
ー
タ
数

中央値を1とした相対値
(中央値:9.24mg/L、n=35)
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表 9．各事業所の標準化係数（STANDARDIZE） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10．各事業所の zスコア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. STA. No. STA.

1 0.083 19 0.241 
2 -0.026 20 -0.970 
3 -0.243 21 -0.419 
4 0.205 22 -1.558 
5 -0.066 23 -1.350 
6 -0.410 24 -1.680 
7 0.517 25 1.448 
8 -0.541 26 0.377 
9 -0.943 27 -0.672 
10 -0.161 28 2.555 
11 -0.283 29 1.073 
12 -0.500 30 0.255 
13 2.492 31 0.756 
14 -0.555 32 -0.392 
15 -0.930 33 -1.789 
16 0.268 34 0.377 
17 0.092 35 0.910 
18 0.946 

☆危険率5％で棄却データなし

危険率5％
n=35 ±2.811

No. zｽｺｱ No. zｽｺｱ
1 0.218 19 0.449 
2 0.059 20 -1.319 
3 -0.257 21 -0.515 
4 0.396 22 -2.177 
5 - 23 -1.873 
6 -0.501 24 -2.355 
7 0.851 25 2.210 
8 -0.693 26 0.646 
9 -1.280 27 -0.884 
10 -0.139 28 3.826 
11 -0.317 29 1.662 
12 -0.633 30 0.468 
13 3.734 31 1.201 
14 -0.712 32 -0.475 
15 -1.260 33 -2.513 
16 0.488 34 0.646 
17 0.231 35 1.425 
18 1.478 
z=±2～±3　→
z<-3、z>3　→

4ﾃﾞｰﾀ
2ﾃﾞｰﾀ

☆Zｽｺｱ：±2超過が4、±3超過が2
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3.2 その他の報告結果  

BOD以外の報告（希釈段階ほかの操作等に関わるアンケート）結果を表 11に示した。 

表中の網掛け部分は、着手日が配布後 11 日目以上（10 月 10 日を 1 日目とする）、希釈

水・植種希釈水・確認溶液の BODがそれぞれ JISの規定値又は推奨値から逸脱した報告を

示す。 

 

表 11. その他の報告（操作等に係るアンケート）結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

実施日 開始 10/11 10/11 10/18 10/16 10/10 10/20 10/10 10/21 10/10 10/11 10/10 10/11

終了 10/16 10/16 10/23 10/21 10/15 10/25 10/15 10/26 10/15 10/16 10/15 10/16

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.87 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50

61.00 62.96 50.62 無回答 65.26 59.74 53.74 52.59 44.80 56.12 43.70 42.93

0.18 0.16 0.15 0.20 0.14 0.20 0.08 0.10 0.07 0.10 0.05 0.09

1.04 0.82 0.51 0.75 0.90 0.93 1.31 0.73 0.52 0.77 0.83 0.79

186.96 227.12 218.45 214.67 220.00 201.50 217.36 222.38 205.23 185.92 219.86 192.00

超純水 ｲｵﾝ交換 蒸留水 ｲｵﾝ交換 超純水 精製水 超純水 蒸留水 ｲｵﾝ交換 純水 ｲｵﾝ交換 RO水

光学 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 ヨウ素滴定 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 前処理 あり 無 あり あり 無 あり 無 あり あり あり あり 無

DO測定 あり 無 あり 無 あり － 無 無 無 あり あり 無

人工 人工 天然 人工 人工 人工 人工 天然 人工 天然 人工 人工

ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 下水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 下水 BODｼｰﾄﾞ 浄化槽流入水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

実施日 開始 10/11 10/23 10/11 10/11 10/11 11/1 10/11 10/16 10/10 10/11 10/23 10/16

終了 10/16 10/28 10/16 10/16 10/16 11/6 10/21 10/21 10/15 10/16 10/28 10/23

4.00 2.00 1.60 2.50 2.00 2.50 2.50 2.00 2.50 1.66 2.00 2.00

50.07 49.00 53.19 44.56 51.64 58.28 52.20 43.00 44.50 48.47 42.00 40.70

0.12 0.09 0.16 0.27 0.18 0.19 0.02 0.17 0.02 0.22 0.14 0.20

0.85 0.53 0.33 0.64 0.88 0.92 0.41 0.78 89.20 1.10 0.58 1.21

175.34 212.84 194.92 214.42 191.73 218.50 211.00 183.00 210.00 201.58 207.95 192.58

ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 純水 ｲｵﾝ交換 超純水 ｲｵﾝ交換 超純水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 純水 ｲｵﾝ交換 超純水

隔膜 隔膜 隔膜 光学 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 前処理 あり あり あり あり あり 無 あり あり あり あり あり あり

DO測定 あり あり あり あり あり あり あり あり あり 無 あり あり

天然 人工 人工 天然 人工 天然 天然 人工 人工 人工 人工 人工

浄化槽水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 河川水 BODｼｰﾄﾞ 下水 土壌抽出液 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 備考

実施日 開始 10/10 10/25 10/10 10/11 10/11 11/1 10/10 10/10 11/8 10/31 10/10

終了 10/15 10/30 10/15 10/16 10/16 11/6 10/15 10/15 11/13 11/5 10/15

2.50 2.00 2.00 5.00 4.00 2.00 2.72 2.00 1.25 2 2.5

62.22 61.00 49.80 41.00 44.00 55.40 54.5 53.0 56.6 60.8 50.0 40-70

0.06 0.17 0.17 1.05 0.10 0.36 0.11 0.28 0.17 0.10 0.00 0.2以下

0.79 0.40 0.94 86.60 0.90 0.96 0.55 1.33 121.5 0.76 0.74 0.6-1.0

150.54 208.32 211.20 205.65 200.00 238.00 227.52 210.98 218.47 195.34 169.46 220±10

蒸留水 RO水 蒸留水 蒸留水 RO水 超純水 蒸留水 超純水 精製水 蒸留水 蒸留水

光学 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 ヨウ素滴定

温度管理 前処理 あり あり あり 無 あり あり 無 無 あり あり あり

DO測定 あり あり あり 無 あり あり あり あり あり あり －

人工 天然 人工 人工 天然 天然 天然 人工 人工 人工 天然

BODｼｰﾄﾞ 浄化槽流入水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 排水 河川水 下水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 河川水

注1)実施日の網掛けは、着手日が配布後11日以上の報告値である。

注3)植種希釈水BODを斜字で示したのは、植種液のBODと思われる。
注2)DO消費％、希釈水BOD、植種希釈水BOD、ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混合溶液BODの網掛けは、JISの推奨値から逸脱していた報告値である。

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混液BOD

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混液BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混液BOD
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【分析着手日】 

過半数の事業所（22事業所）が試料配布後 3日以内に着手していたが、約 1/3の 13事

業所は配布後 4 日目以降の着手であり、4 日～10 日以内に着手した事業所が 4 事業所、

11日目以降に着手した事業所が 9事業所であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DO消費％】 

採用した DO消費％は、全ての報告が規定の範囲内（40～70％）であった（無回答 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO消費％ データ数

40～70％ 34

無回答 1

40～70％
34

無回答
1

（DO消費％）

分析着手日 データ数

配布後3日以内 22

配布後4-10日以内 4

配布後11日以上 9
※着日を1日目とする。

配布後3日以内

22
配布後4-10日以内

4

配布後11日以上

9

（分析着手日）
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【希釈水、植種希釈水及び確認溶液の BOD】 

希釈水の BODは 5事業所が規定の範囲（≦0.2㎎/L）を超過していた。大部分の報告は

規定内であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植種希釈水の BODは、13事業所が規定の範囲（0.6～1.0㎎/L）を外れており、昨年度

と同様に全体の 1/3を占めた。しかし規定の範囲を大きく逸脱する報告はほとんどなく、

大部分が既定の範囲に近かった（無回答 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認溶液の BOD は、推奨範囲内（220±10 ㎎/L）の報告が半数以下の 16 事業所に止ま

り、他は推奨範囲を逸脱していた。このうち、推奨範囲より高い報告は 1 事業所で、半

数以上の 18事業所で推奨範囲より低い結果であった。 

 

 

希釈水BOD データ数

0.2㎎／L以下 30
0.2㎎／L超過 5

0.2㎎／L以下
30

0.2㎎／L超過
5

（希釈水のBOD）

植種希釈水のBOD データ数
0.6㎎／L未満 8

0.6～1.0㎎／L 19
1.0㎎／L超過 5

無回答 3

0.6㎎／L未満
8

0.6～1.0㎎／L
19

1.0㎎／L超過
5

無回答
3

（植種希釈水のBOD）

ｸﾞﾙ‐ｸﾞﾙ溶液のBOD データ数

210㎎／L未満 18
210～230㎎／L 16
230㎎／L超過 1

210㎎/L未満
18

210～230㎎/L
16

230㎎/L超過
1

（ ﾞ ｺｰｽ- ﾞ ﾀ  酸溶液のBOD）
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【使用した希釈水の種類】 

使用した希釈水の種類は、イオン交換水が 11事業所で用いられ昨年同様最も多く、次

いで超純水と蒸留水が 8事業所、その他が 5事業所、RO水が 3事業所の順であった。そ

の他の内訳は、「市販蒸留水」と「純水」であった。比較的短時間で多量の造水が可能な

イオン交換水が依然として多く採用されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DO測定法】 

DO測定法は、隔膜電極法が 30事業所と大部分を占め、過年度に引き続き主流となって

いた。光学式電極の使用は増加傾向にあり、昨年度の 1事業所から 3事業所になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用植種の種類】 

使用植種は、人工植種使用が 23事業所を占め、過年度と同様に主流となっていること

が確認された。半面で、天然植種も根強く使用が継続されていることも確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈水種類 データ数

イオン交換水 11
超純水 8
蒸留水 8
RO水 3

その他 5
※その他の内訳は以下の通り

純水、市販蒸留水 イオン交換水
11

超純水
8

蒸留水
8

RO水
3

その他
5

（希釈水種類）

DO測定法 データ数

隔膜電極法 30
光学式 3
適定法 2

隔膜電極法
30

光学式
3

適定法
2

（DO測定法）

植種の種類 データ数

人工植種 23
天然植種 12

人工植種
23

天然植種
12

（植種の種類）
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【前処理（充填）時（試料及び希釈水）及び DO測定時の温度管理の有無】 

試料の前処理時の温度管理は、昨年より増加し 3/4以上の 27事業所が何らかの方法（試

料と希釈水のみの温度管理、試験室ごと空調管理など）で温度管理が実施されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO測定時の温度管理に関しては、概ね 3/4の 25事業所で行っていた。なお、上記の充

填時に温度管理を実施していた事業所の大部分は、DO測定時の温度管理も行っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度管理① データ数

あり 27
なし 8

※前処理‣充填時

あり
27

なし
8

（温度管理〈前処理・充填時〉）

温度管理② データ数
あり 25
なし 8

無回答,対象外 2
※対象外は滴定法

あり
25

なし
8

無回答,対象外
2

（温度管理〈DO測定時〉）
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3.3 報告値の解析 

【分析着手日】 

試料の BOD（zスコア）と分析着手日の関係を図 3に示した。 

試料のBODと分析着手日について、着手日が遅いとわずかに低くなる傾向を示したが、

明確ではなかった。 

配布後 11 日目以後に着手した 9 データの内、z スコア±2 を超過したのは 1 データの

みで、着手日が遅くても BOD結果に明確な影響を与えないことが示された。 

過年度より、模擬試料の「安定性が高すぎる」ことが課題となっており、調製時の滅菌

処理を取りやめる（2015 年度より）、調製濃度を低めにする（2016 年度より）等の対策

を実施し、今年度は BOD源の変更（糖類+アミノ酸の組み合わせを糖類のみとした）を行

い、着手時期と結果の関連性を評価出来ることを期待したが、結果は今年度も過年度と

大差ない結果であった。 

意図的に安定性が低い調製レシピを模索することは可能であるが、配布試料の均一性

担保との兼ね合いが難しくなると予想される。今後とも調製法等の検討を行い、均一性を

担保したうえで、より実試料に近い調製レシピを模索する必要があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 試料の BOD（zスコア）と分析着手時期の関係 

 

【採用した希釈段階と DO消費％】 

試料の BODと採用した希釈倍率の関係を図 4に、試料の BODと採用した DO消費％の関

係を図 5に示した。 

試料の BODと採用した希釈段階の間には昨年度と同様に相関（ɤ=0.802）が認められた。 

昨年度の調製では、希釈操作が 1段階各 2倍（×1、×2、×4、×8・・・）で操作する

事業所が多いと想定し、最適希釈倍率を 3 倍とし、2 倍乃至 4 倍では規定の DO 消費％の

範囲（40～70％）から逸脱しやすくなる設計とした。その結果、昨年度以前は希釈倍率が

狭い範囲に収束し明瞭ではなかった BODと希釈倍率の関係が明確化し（希釈倍率 2～5倍

の範囲、BOD のばらつき自体が大きかったことも一因）、このことから BOD の精度向上に

は希釈段階を細かいステップ（1.5 倍ずつなど）で処理することの有効性が示唆された。

一方、今年度の調製では、昨年度のような設計はせず、最適希釈倍率は 2倍程度で、報告

もその前後に収束するものと想定していた。実際には2倍付近の報告が多いものの、4倍、

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

ｚ
ス
コ
ア

報告値（ｎ =35）

着手日

配布後3日以内

配布後4-10日

配布後11日以上
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5倍の報告も見られ、昨年度以上の範囲（希釈倍率１～5倍）となった。 

後述するように、今年度の BODの変動係数は過去最大であり、かつ調製濃度は過去最低

であった。調製濃度と変動係数の間には有意な相関関係は認められないが、調製濃度が低

いほど変動係数が高めになる傾向は認められる（直近 4 年間に限定すると高い相関があ

る）。従って、希釈倍率の範囲が広かったのは、単純に濃度が低かったからであることも

考えられる。 

DO 消費％は、規定の範囲（40～70％）に満遍なくばらついていたが、逸脱する報告が

なかった。また、試料の BODと DO消費％の間に明確な関連は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 試料の BODと希釈倍率の関係(ɤ=0.802) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. 試料の BODと採用した DO消費％の関係 
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【希釈水と植種希釈水の BOD濃度】 

試料の BODと希釈水・植種希釈水の BODとの関係を図 6に、希釈水の BODと植種希釈水

の BODの関係を図 7に示した。 

試料の BOD と希釈水及び植種希釈水の BOD の関係については、過年度と同様に明確な

傾向は認めらなかった。 

希釈水の BODに関し、大部分の事業所は JIS規定の範囲（≦0.2㎎／L）内であり、大

幅に超過する事業所は少なかった（最大値を除き昨年と同程度）。しかし、1 事業所だけ

大きく逸脱した報告があり（最大値：1.05㎎／L、同事業所の植種希釈水の BODは無回答）

であった。この事業所の報告した試料の BODが最大値であったことは興味深く、希釈水の

規定値を大きく逸脱すると、試料の BOD結果に影響する可能性が示唆された。 

植種希釈水の BODに関しては、既定の範囲（0.6～1.0㎎／L）の報告が過半を占めたが

逸脱する報告も比較的多かった。極端に高い（又は低い）報告はなかったが植種希釈水の

BODが規定の範囲から多少逸脱しても、試料の BODには直接影響がない結果であった。こ

れについては過年度結果でも同様の傾向が認められている（無回答報告はオミット）。 

希釈水と植種希釈水の BODには、本来であれば相関があって当然と思われるが、明確な

相関は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6．試料の BODと希釈水・植種希釈水の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7．希釈水の BODと植種希釈水の BODの関係 
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【確認溶液の BOD濃度】 

試料の BODと確認溶液の BODの関係を図 8に、過年度における同様の関係（左欄が平成

30年度、右欄が平成 29年度）を図 9に、JIS備考に規定される確認溶液の BOD濃度計算

結果を表 12に示した。 

推奨値の範囲内（210～230㎎／L）の報告は全体の半分以下にとどまり、過少な報告が

過半を占め、1事業所から推奨値を超過する報告があった。推奨値より過小な報告が多い

のは過年度と同様であった。 

両者には相関は認められず、また推奨値を下回っても（また、多少上回っても）試料の

BOD に影響しないことが示され、過年度とほぼ同様の結果であった。JIS 備考で試験操作

の妥当性評価のために規定されている確認溶液の BOD濃度を、調製期待値算出に用いた文

献値に基づいて計算すると、170㎎/Ｌ又は 200㎎/Ｌ程度で、推奨値より低い値となった。

報告値の過半が推奨値を下回るのはここに原因があると思われる。 

 

表 12 JIS備考規定の確認溶液の BOD濃度計算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両者の関係について、今年度を含めた 3ヶ年の散布図を比べてみると、平成 29年度で

は無相関ながら右肩上がりプロファイルを示し、平成 30年度は弱い相関（ɤ=0.636）を示

したが、今年度は相関が認められなかった。 

過年度結果も含め、両者の相関性が低いことから確認溶液の「BOD試験操作、植種活性

JIS備考の規定：ｸﾞﾙｺｰｽ・L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液のBOD濃度

を表.5と同様に計算

グルコース1ｇ分解の理論酸素量：1.0657ｇ

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH

L-グルタミン酸1ｇの分解に要する理論酸素量は

BODの酸化率は,（表.5の文献）

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 58% 77% （2数値が記載）

備考3の調製

よって、低い方の分解率では

150×1.0657×0.56+150×0.9787×0.58＝173.067mgO/L

高い方では

150×1.0657×0.56+150×0.9787×0.77＝202.559mgO/L

（220+10㎎/L）

いづれの場合も220+10㎎/Lより低い。

(9×15.9994)/147.1307＝0.9787ｇ

HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH + 9O ⇒ 5CO2 + 3H2O + NH3

グルコース150㎎

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸150㎎

↓

1ℓ
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度などの評価」の有用性にやや疑問があったが、昨年度結果では弱い相関が認められ、あ

る程度の有用性が示された。しかし、確認溶液の報告値の過半が推奨値より低めに分布す

る傾向は一貫して変わらず、その妥当性を支持する推算結果もある。従って、確認溶液の

JIS推奨値に関しては、各事業所において管理状況等を検案しつつ柔軟に取扱い、運用を

する方がよいと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8. 試料の BODとｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液の関係（2019年度結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （平成 30年度）            （平成 29年度） 

図 9. 試料の BODとｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液の関係（過年度結果） 
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【使用した希釈水の種類】 

使用した水と希釈水、植種希釈水、試料の BODの関係を図 10に、試料の BOD（zスコア）

と使用した水の関係を図 11に示した。 

希釈水と希釈のベースとなる水の種類（精製方法）については、希釈水、植種希釈水の

BODについて明確な傾向は認められなかった。試料の BODについては、蒸留水でやや高め

の分布、その他の水でやや低めに分布する傾向が見られたが、明確なものではない。 

全体的には、十分な管理がなされていれば、使用する水による得失は少ないと推測さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10. 使用した水と希釈水・植種希釈水・試料の BODの関係 
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図 11.  試料の BODと使用した水の関係 

 

【DO測定法】 

試料の BOD（zスコア）と DO測定法の関係を図 12に示した。 

今年度も DO測定の主流は隔膜電極法で、それ以外の方法を採用したのは 4事業所のみ

であった。しかし、一昨年度初めて報告があった光学式電極の採用は 3件と微増していた。

隔膜電極法が圧倒的多数であったこともあり、測定法による明瞭な相違は認められなかっ

た。 

JISに光学式電極法が追加され、一昨年度から報告がなされたが、今年度も報告数が少

なく測定法の相違等の検討を行うには至らなかった。しかし、隔膜電極法に比べて利点が

多い（反応速度、安定性等）ので、遠からず使用が増えるものと推測され、今後とも経過

を観察する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12. 試料の BODと DO測定法の関係 
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【前処理（充填）時及び DO測定時の温度管理の有無】 

試料の BODと前処理時及び DO測定時の温度管理の有無の関係を図 13に示した。 

この設問は平成 27年度から実施しているが、今回も「前処理（充填）時」と「DO測定

時」に設問を分けて行った。隔膜電極法及び光学式電極法の使用事業所で、両方とも「温

度管理有り」とした事業所は 23に増加していた。 

試料の BODと温度管理の有無は、過年度では明確な傾向は認められなかったが、今年度

はわずかながら相違が認められ、前処理時の管理なしの場合は BODが高めに分布していた。

これに対して DO測定時の温度管理について相違は認められなかった。試料希釈・充填時

の水温が培養温度である 20℃よりやや低く、DO測定時に過飽和状態であった状況などが

推定される。 

試料充填前の空気曝気時や隔膜電極・光学式電極による測定時の温度変化は、DO 結果

に対する影響が大きい（20℃付近の 2℃の相違は DO：0.34㎎／Lに相当）。特に反応速度

が劣る隔膜電極法による測定は光学式電極より温度変化の影響を受けやすいと思われる

ので、今後とも留意すべき操作の一つと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13. 試料の BODと前処理時（充填時）及び DO測定時の温度管理の有無の関係 
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【使用植種の種類】 

試料の BODと使用した植種の種類（人工植種と天然植種）の関係を図 14に、両者を分

別して示したヒストグラムを図 15に示した。 

植種の相違による試料の BOD の違いは、統計的に有意ではないが、天然植種を使用し

た結果が明らかに高めとなる傾向（概ね中央値より高めに分布）が見られた。 

使用植種（人工植種と天然植種）と BOD の関係については、過年度より人工植種に比

して天然植種を使用した場合に高めの結果を得る傾向があり、今年度も同様の傾向が示さ

れた。他の精度管理調査では統計的に有意な差があった例も報告されており、これはほぼ

普遍的な傾向と考えられ、今後とも留意すべき課題である。 

なお、植種の相違を分別したヒストグラムからもこの傾向が認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14. 試料の BODと使用した植種の種類（人工植種と天然植種）の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15. 報告値のヒストグラム（植種の相違を分別表示） 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

zス
コ
ア

報告値（ｎ=35）

使用植種

人工植種

天然植種

0

1

2

3

4

5

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

デ
ー
タ
数

中央値を1とした相対値
(中央値:9.24mg/L、n=35)

天然植種 

人工植種 



― ４８ ― 

4．過年度のまとめ 

 過年度を含めた共同実験の概要を表 13に、参加機関数の推移を図 16に、調製濃度と報

告値の平均値・中央値の推移を図 17に、BOD（中央値）と変動係数の関係を図 18に、 

各年度のヒストグラムを図 19に示した。 

 参加機関は 30事業所前後で推移している。昨年度からは県外からの参加者も募って微増

傾向にある。内訳は、主なターゲットである指定計量証明事業者以外に浄化槽指定検査機

関、計量証明事業者、自治体分析機関などである。 

 調製方法について、BOD 源は糖類とアミノ酸の組み合わせである。開始から 4 年間はラ

クトースとＬ-グルタミン酸、2016年度から 3年間はグルコースとＬ-グルタミン酸、今年

度はグルコースとラクトースで調製した。マトリックスは、塩化ナトリウム、無機窒素、

水道水添加などで、今年度は無添加である。また、開始から 3年間は滅菌処理を行ったが、

保存性過剰と判断されたので 2015年度からは未処理とした。 

 BOD の結果は、調製期待値に対し±10％程度の偏差はあるものの、概ね近似した結果が

得られている。変動係数は 11.8％～23.6％で推移し、多くの水質項目で 10％以内とされる

許容範囲を超えているが、JIS K0102 でも「繰り返し精度」が明記されていない項目であ

り、他の精度管理調査等の報告と比しても同程度なので、現状に即した結果であると思わ

れる。なお、変動係数と中央値の関係を見ると一見相関がないように見えるが、直近４年

間に限ると極めて高い相関関係を示した。濃度レベルや BOD源の変更による可能性がある

が現時点では原因は不明であり、今後の課題である。 

 ヒストグラムを見ると、概ね中央値付近にピークを持つ山形の分布を示しているが、正

規分布とは言い難い場合もあり、2017年度のように 2つの分布（人工植種と天然植種）を

示唆した結果もある。昨年度・今年度結果は、変動係数が大きい（ばらつきが大きい）こ

ともあり台形の分布を示した。なお、程度の差はあるが天然植種を使用した場合に BODが

高めになる傾向は一貫している。 

 

表 13. 過年度を含めた共同実験の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

参加機関数 30 28 28 27 28 28 31 35

ﾗｸﾄｰｽ1水和物 ﾗｸﾄｰｽ1水和物 ﾗｸﾄｰｽ1水和物 ﾗｸﾄｰｽ1水和物 D(+)-ｸﾞﾙｺｰｽ D(+)-ｸﾞﾙｺｰｽ D(+)-ｸﾞﾙｺｰｽ D(+)-ｸﾞﾙｺｰｽ

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 ﾗｸﾄｰｽ1水和物

マトリックス NaCl 水道水 水道水 KNO3+NaCl 無機窒素 NaCl NaCl 無

滅菌 あり あり あり 無 無 無 無 無

調製濃度(㎎/L) 26 52 32 36 11 20 15 8

平均値(㎎/L) 30.2 59.6 37.6 35.6 10.2 18.9 12.8 9.4

最大値(㎎/L) 39.3 80.7 52.2 46.3 17.2 23.8 18.2 15.0

最小値(㎎/L) 19.3 40.2 23.1 21.2 6.9 13.5 7.8 5.4

範囲(㎎/L) 20.0 40.4 29.1 25.0 10.3 10.3 10.3 9.6

標準偏差(㎎/L) 4.5 9.5 5.1 6.2 2.1 2.1 2.3 2.2

変動係数(%) 14.8 16.0 13.6 17.3 21.0 11.8 18.3 23.6

中央値(㎎/L) 30.7 58.4 37.5 36.3 10.1 19.1 12.8 9.2

BOD源
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図 16. 参加機関数の推移（2012～2019年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平均値に付したエラーバーは最大・最小値を示す） 

図 17. 調製濃度と報告値の平均値・中央値の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18. BOD（中央値）の変動係数の関係 
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図 19. 報告値のヒストグラム（植種の相違を分別表示） 
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5.今年度のまとめ 

・2019年度 BOD共同実験は、 

浄化槽指定検査機関、指定計量証明事業者などの 35 事業所の参加を得て実施した。実

施要領は、配布試料を 50倍希釈したものを分析試料として 1データを報告する方式で実施

し、分析試料の調製期待値は約 8mg/Lであった。 

 

・実験結果の概要は、 

5.43～15.0mg/L の範囲で、平均値は 9.38mg/L で、標準偏差は 2.21mg/L、変動係数は

23.6％でばらつきは過去最大であった。なお、中央値は 9.24mg/L、ロバストな変動係数は

16.4％であった。 

Grubbsの検定で棄却された報告値（危険率 5％）はなく、zスコアによる評価で、「疑わ

しい」（2＜｜ｚ｜≦3）と判定された報告値が 4データ、「不満足」（3＜｜ｚ｜）と判定さ

れた報告値が 2データあった。 

 

・その他の報告結果を含めた解析結果より、 

試料の BOD と希釈倍率には相関があったが、調製濃度が低く、BOD 結果のばらつきが大

きかったためと推定された。 

採用された DO 消費％は全て規定の範囲内であり、適切な希釈倍率（DO 消費％）の採用

が重要であることが理解されていることが示された。 

配布から分析着手までの期間、使用した希釈水の種類、DO測定法と試料の BOD結果に明

確な関係は認められなかった。DO測定法は多様化が予想されるので、今後とも経過に留意

したい。 

前処理及び DO 測定時の温度管理の有無と試料の BOD の関係では、明確ではないが前処

理時に温度管理なしの時に高くなる傾向を示し、操作上留意する事項であることが示唆さ

れた。 

希釈水の BODの低減、適切な微生物活性の保持（植種希釈水の BODが適切なこと）が重

要であると JIS等に示されているが、規定された範囲又は推奨値から若干逸脱しても影響

は小さいが、大きく逸脱した場合は影響があることが示唆された。 

試験操作の妥当性評価のための確認溶液の BODが JIS推奨値より低めであることは常態

であることが示唆され、文献値より算出した結果からも確認された。 

本共同実験を含む既報の結果で、天然植種の使用で高めの結果となる傾向が示されてい

るが、今年度も同様であった。 

 

・埼環協では、 

指定計量証明事業所等を対象に BODの共同実験を継続していくので、今後とも参加いた

だき、技術の向上・維持及び精度管理の一助として頂ければ幸いである。 
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「技術研修会-共同実験結果のフォローアップ-」について 

 

埼環協技術委員会 辻塚 和宏 

（㈱タツノ） 

 

 

2020年 2月 7日武蔵浦和コミュニティーセンターで 2019年度 技術研修会-共同実験結

果のフォローアップ-が開催されました。当日は最高気温 6℃と非常に寒い日でしたが、20

名の方々に参加頂き、埼環協共同実験(BOD)の経緯について、効率化検査の実施状況につい

て、2019年度埼環協共同実験(BOD、T-P)速報について、フリートーキングの 4つの項目で

開催されました。 

 

「技術研修会-共同実験結果のフォローアップ-」プログラム 

① 埼環協共同実験(BOD)の経緯について 

② 効率化検査の実施状況について 

③ 2019年度埼環協共同実験(BOD、T-P)速報について 

④ フリートーキング（特定のテーマを取り上げて討議） 

⑤ 意見交流会 

 

① 埼環協共同実験(BOD)の経緯について（演者：浄土技術委員長） 

埼玉県は河川が占める面積の割合が日本一であるにもかかわらず、平成 23 年度では浄

化槽の法定検査受検率が 10%程度と全国ワーストワンを記録し、平成 23年度埼玉県生活排

水処理施設整備構想が立ち上がり、平成 23年 10月 1日より、法定検査時に BOD分析を行

う事となりました。しかし、増加する BOD分析を指定検査機関のみでこなすには件数が多

いため、埼環協は環境計量証明事業の団体として、BOD 分析の支援を行うこととし、その

精度の担保に埼環協の正会員であることと、共同実験に参加することを規定しました。現

在では 18事業所が指定計量証明事業所として、登録されています。この制度が始まり、8

年目となり、受検率は微増でありながらも右肩上がりとなり、全国ワーストワンの汚名は

返上しています。しかし、まだ、全国平均には遠く、道半ばであるため、これからも BOD

共同実験実施が必要である旨のお話をしていただきました。 

 

② 効率化検査の実施状況について-指定採水員制度に関する研修について 

（演者：渡辺技術副委員長） 

効率化検査の実施状況について、浄化槽を設置時に行う 7 条検査は約 90%実施されてお

り、5,000～6,000基、検査を実施されている。また、近年では新設の浄化槽は減少傾向と

５ .埼環協技術研修会  参加報告  
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なっている。11 条検査は前年度比平均 10%の受検率が上昇し、現在 17.8%が受検されてい

るが、全国平均に比べると低い状態となっている。特に 11条検査のうち、指定採水員によ

る検査実施数は伸び悩んでいる。また、令和元年度より、単独浄化槽（みなし浄化槽）6,300

基もBOD分析に加わった。11条検査の判定では不適正となったのは約1%程度となっている。

指定採水員による検査判定では適正が検査員検査の倍ぐらいとなっており、一括契約で適

正な点検等が行われているためであり、一括契約は効果があると考えられる。採水員検査

によるクロスチェックにおいては 90件中 13件の相違があったが、BOD測定値 20mg/Lぎり

ぎり推移したものがほとんどで、軽微であった事が報告されました。 

 

③ 2019年度埼環協共同実験(BOD、T-P)速報について（演者：浄土委員長） 

BODの共同実験の速報として、35事業所が参加し、調整濃度約 8mg/Lのところ、平均値

9.38mg/L、中央値 9.24mg/L、標準偏差 2.23mg/L(SD:23.6%)、グラブス検定による棄却はな

く、Z スコア±3 以上が 2 事業所、Z スコア±2～3 が 4 事業所となった。天然植種と人工

植種とで、前年と同様の傾向で天然植種を使用した事業所が高めの結果となっている。BOD

分析と考えると標準偏差のバラツキ 23.6%は良好とは言えないが概ね通常であると考えら

れる。グルコースグルタミン酸溶液の報告では JIS表記の濃度よりも理論値（文献に基づ

く計算値）の方に近い結果となっている。 

T-P の速報として、31 事業所が参加し、調整濃度 A 試料:3.0mg/L B 試料:4.5mg/L、

平均値 A試料:2.77mg/L B試料:4.21mg/L、中央値 A試料:2.80mg/L B試料:4.28mg/L、

標準偏差 A試料:0.229mg/L(SD:8.3%) B試料:0.446mg/L(SD:10.6%)、グラブス検定によ

る棄却 A試料 B試料共に各 1データ、Zスコア±3以上 A試料:1事業所 B試料:2事業

所 Z スコア±2～3 A 試料:3 事業所 B 試料:1 事業所となった。平均値は調整濃度に比

べ、1 割程度低値となった。バラツキについてはロバストな変動係数では良好な結果とな

っている。来年度以降も毎年実施予定なので、積極的な参加を求める発表でした。 

 

④ フリートーキング（参加者全員） 

テーマとして、BOD 2班、T-P 1

班、その他として 1班、計 4班に分

け、参加者全員で日頃の問題等につ

いて活発な意見交換がなされていま

した。毎年共同実験が実施される

BOD では 5 日間培養であるため、分

析を調整するのではなく、BOD の分

析に合わせる業務調整をしているの

が現状で、働き方改革を進めるのに

苦労している旨のお話があり、現在

販売されている BOD自動分析装置や半自動分析装置を導入する必要性も話合われていまし

た。ただ、全てが自動であると一部のエラーが発生した場合、自動処理が止まらないと、

誤ったデータを報告する危険性もあるので、トヨタ自動車などが進めているエラー発生時、

処理を止める自働化なども考慮に入れなければならない発表がありました。処理自体とし
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ては妨害物質などがある場合、誤ったデータになる事があるので、事前情報の重要性につ

いて触れていました。 

T-P では流れ分析装置と手分析による検量線の調整方法が議論になっており、手分析の

検量線も試料と同様に分解処理を行った方がいいのではないか？という議論がされていま

した。 

その他としては最近話題になっている分析である PFOS と塗膜中の PCB について情報交

換されました。また、日常行っている金属分析や T-N分析のバラツキやブランクの改善策

についても、意見交換されていました。 

 

以上 
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令和元年度 化学物質環境実態調査 環境科学セミナー 参加報告 

 

埼環協 事務局 

 

 日環協（一社 日本環境測定分析協会）の「環境と測定技術」（Vol.46 No.7 2019）に投

稿した「環境計量証明事業団体における災害時の協定について」の掲載記事をきっかけに、

環境省が行う化学物質環境実態調査環境科学セミナーにて、環境省から依頼があり、発表

の機会を頂きました。出席の関係者は、地方環境研究所やこの調査に従事した分析機関で

あり、100名を超える規模でした。 

 

 

 日   時 令和 2年 1月 24日（金） ※セミナー開催は 23～24日 

 場   所 KFCホール 東京 両国 

 

 

歴史も古く、著名な研究者の先生方が多く講演しているセミナーですが、業界団体の発

表という例年にない内容であったと思いますが、熱心に聞かれ、いくつか質問もいただき

ました。発表内容は、協定のきっかけとなる事故や県単組織が締結している協定の特長と

内容、協定の意義と課題などを発表しました。質問には、協定時の「訓練の詳細」につい

て補足したほか、実務的な事務手続きとして協定発令時の「契約の手続き方法（費用の支

払いの流れ）」について質問がありました。ともに、関心が高く、発表後も意見交換ができ

ました。 

また、埼玉県と埼環協の協定についても紹介し、業界団体の活動のアピールができたと

思います。 

今後も要望に応じていきたいと思います。 

セミナーのプログラムは、次のとおりです。 

 

  

６ .関係団体イベント  参加報告  



― ５７ ― 

 

開催プログラム 
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県単相互応援協定の追加締結 報告 

埼環協 事務局 

 

県単相互応援協定を 2019 年 2 月に６団体と締結しましたが、このたび、大阪環境測定

分析事業者協会が 2020年 2月 17日に加入しました。これで７団体の協定となりました。

大阪環境測定分析事業者協会は、2019年 9月に大阪府と「災害時における石綿測定調査に

関する協定」を締結しています。 

今後は、実効力がある協定にするための体制作りや課題を解消するように定期的な協議

を進めていく予定です。 

 

○協定団体（五十音順） 

（一社）愛知県環境測定分析協会 

大阪環境測定分析事業者協会 

（一社）神奈川県環境計量協議会 

堺市環境計量協議会 

（一社）埼玉県環境計量協議会 

（一社）福島県環境測定・放射能計測協会 

横浜市環境技術協議会 

 

 

 

 

 

締結主旨の説明 

協定書の確認 

 

 

 

 

 

 

協定団体代表者の記念撮影 
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首都圏環協連 主催 

2019 年度 環境計量証明事業団体合同研修会 参加報告 

埼環協 事務局 

 

2020 年 2 月 17 日に、首都圏環協連（首都圏環境計量協議会連絡会）が主催する「環境

計量証明事業団体合同研修会」が開催されました。今回も適正価格に関する意見交換のほ

かに、各地で進められている自治体と地域の環境計量証明事事業者団体（県単組織）が締

結している、災害時等に化学物質等のモニタリングを支援する協定をテーマにしました。 

プログラムは後述のとおりで、オブザーバーとして協定を締結している自治体の方々に

も多数の出席いただき、総勢 45名の参加で行われました。協定のテーマでは、自治体の方々

からも積極的にご意見や協定の補足説明を頂き、有意義な情報交換が行えました。また、

各県単組織からは、協定の進捗や相談、課題などを、そして市場の適正価格の状況や活動

について、意見交換しました。 

 

○概要 

 

目 的：災害協定の取組み及び適正価格の研修 

期 日：2020年（令和２年）2月 17日（月） 

場 所：ホテル横浜ガーデン  横浜市中区山下町 254番地 TEL;045-641-1311 

参 加：北海道、福島県、新潟県、長野県、群馬県（資料のみ）、愛知県、大阪府、福

岡県、首都圏環協連（４都県）、堺市、横浜市の県単。 

オブザーバー参加：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、川崎市、横浜市、日環協 

プログラム： 

１３：１０ 受 付 

１３：３０ 開 会  主催者挨拶 

全体進行：首都圏環境計量協議会連絡会 2019年度 代表幹事 福田 茂晴 

出席者の紹介 

１３：５０ 第１部 『自治体との協定事例と実施状況について』 進行：神環協 

１） 自治体との協定とその課題について 

一般社団法人埼玉県環境計量協議会 事務局 野口 裕司 

２） 締結事例についての報告 

一般社団法人愛知県環境測定分析協会 災害緊急時対応委員会 

委員長 林 昌史 

一般社団法人神奈川県環境計量協議会 会長 梶田 哲弘 

３） 優良事例と課題についての意見交換  （ ３０分） 

１５：１５ 休憩  
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１５：３５ 第２部 『県単相互応援協定について』 進行：神環協 

１） 県単相互応援協定の意義と役割について 

一般社団法人埼玉県環境計量協議会 事務局 野口 裕司 

２） 県単相互応援協定の課題と今後の展望に向けた意見交換 

１６：３０ 第３部 『適正価格について』  進行：神環協 

１） 最低制限価格制度の動向について （ １５分） 

横浜市環境技術協議会 代表幹事／ 

一般社団法人神奈川県環境計量協議会 副会長  増田 健一 

２） 意見交換  （ ４５分） 

１７：３０ 閉会   

１８：００ 第４部 懇親会 

２０：００ 第４部 閉会 

 

○県単参加組織 

北海道環境計量証明事業協議会 

（一社）福島県環境測定・放射能計測協会 

大阪環境測定分析事業者協会 

新潟県環境検査協会 

横浜市環境技術協議会 

長野県環境測定分析協会 

堺市環境計量協議会 

（一社）愛知県環境測定分析協会 

（一社）福岡県環境計量証明事業協会 

・以下、首都圏環協連メンバー 

東京都環境計量協議会 

（一社）神奈川県環境計量協議会 

（一社）埼玉県環境計量協議会 

千葉県環境計量協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○オブザーバー 

（協定を締結している自治体） 

東京都環境局環境改善部大気保全課 

埼玉県環境部大気環境課 

千葉県環境生活部大気保全課大気規制班 

神奈川県環境農政局環境部大気水質課 

神奈川県環境科学センター 

川崎市環境局環境対策部 大気環境課 

横浜市環境創造局環境管理課 

 

○オブザーバー（日環協） 

（一社）日本環境測定分析協会  会長  

松村 徹 
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○研修会の意見交換の概要 

第１部 『自治体との協定事例と実施状況について』 

 

自治体との協定事例について、首都圏環協連より報告があり、業界団体の認知度の向上

や環境計量証明事業の社会的な重要性を示す契機になる活動であると説明がありました。

また、自治体との協定を締結している愛知、神奈川、福島、大阪、埼玉からも現状の活動

や課題などの報告がありました。 

この中で、協定発令時にモニタリング等の経費をどのように契約として履行するか、各

地の現状が報告され、「年度当初に見積を協定の協力会員から提出してもらう」ことが理想

であるといった意見や、財政当局との事前調整が必要であるといった自治体側の事務的な

事情も考慮した上で、協定の履行を進める必要があります。協定の発令に伴い、事務的な

手続きは、自治体の助言もいただきながら進める必要があります。 

発令時の速やかに行動するための手順を示すために、マニュアルや標準仕様書の作成を

各地の協定で進められています。各地のこれらの情報を共有することで、地域性はあるも

のの標準的な内容として広げることも可能ではないかと感じました。 

この話題に関し、モニタリング方法に時間が要する場合（例えば、大気中の石綿モニタ

リングでは、４時間採取となっている）、短縮した方法も紹介されました。ただし、結果の

公表の仕方や値が独り歩きをしないかなどの配慮も必要であると補足もありました。また、

短縮する方法の検証は、平常時に、「訓練」の際に実施するなど、精度を担保した活動も必

要と思いました。 

協定の実効性を考えると協定関係者のコミュニケーションが重要であり、「顔が見える

関係」でいるべきと考えます。さらに「訓練」などによる定期的な交流の場を設けること

と埼玉県環境部の事例（石綿モニタリングの合意）のように訓練時に実地でサンプリング

したり、モニタリング中に研修を開催したり、モニタリング結果について意見交換を行っ

たり、訓練開催に県が予算計上したりといった取り組みが、途切れがないシステムにする

ことになり、形骸化を防ぐと思います。 

 

第２部 『県単相互応援協定について』 

 

県単相互応援協定の意義と役割について、締結団体より報告があり、同一地域での協定

では同時に被災するリスクもあるため、他地域の県単組織同士が手を取り合い支援すると

いう主旨説明がありました。この協定により、自治体との協定を履行する上でも、体制の

強化という大きな役割を持つことになります。また、現在締結している ７団体 との応

援協定には、課題はあるものの情報交換を定期的に行うことや実効性を高める検討を進め

る予定であることが紹介されました。意見交換のなかで、自治体との協定だけに注目する

のではなく、被災した同業者を支援することも今後の枠組みとして活用できないかといっ

た意見もあり、業界団体の会員サービスの一環として考える視点も必要と感じました。近

年の災害で被災を受けた環境計量証明事業者を支援した事例の紹介があり、同業者間の支

援や BCP 活動（事業継続計画）の重要性を共有しました。 

県単同士の協定においても発災時の費用をどのような契約で履行するか話題があり、各
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自治体と県単組織の協定では、県単相互応援協定の団体の存在が見えにくく、各協定に明

確な記載がないことから、会計上の手続き方法に課題があります。法人化された県単組織

であれば履行しやすいこと、県単組織がハブ的な役目をもって履行することなど対応方法

はあげられるものの各自治体の考え方や県単組織の体制にもよる点が調整しないとならな

い点です。 

 

第３部 『適正価格について』 

 

首都圏環協連・分析単価検討委員会より、首都圏環協連の活動として、各県単組織での

活動や物価調査会社への提案について紹介されました。 

この中で、物価調査会社には、関係性を築けた成果はあるものの提案内容は依然として

採用に至っていません。提案には、掲載内容の拡張や表現、分類の提案と明らかに内容が

逆転している料金表記の改善です。このうち、料金表記については、市場では人件費が上

昇しているにもかかわらず、その分が反映されていないという意見がありました。この対

応のひとつに、物価調査会社からの単価のアンケート調査については、協力的に対応する

といった業界側の姿勢を変えていかないとならないとも意見がありました。 

全国の入札の状況では、以前として最低制限価格制度が導入されていないために異常な

廉価で応札が続いている地域もあり、落札率が 20％（予定価格に対する比率）という事例

もあると報告がありました。なかには、このような状況から入札が不調になるというケー

スもあり、業務履行に支障が出ている例もあるようです。参加した各地の県単組織のうち

最低制限価格制度が未導入の地域では、導入に向けた照会、または要望書提出を実施して

いるものの導入決定という成果はなかなか得られていない状況も報告がありました。 

このような中で、精度管理の視点から計量検定所の立入りの強化を要望したり、会員に

アンケートを実施し会員の意向から県単組織の活動方針を検討する例も紹介されました。

ある県単組織のアンケート調査では、業績は良いと答えている会員が多いものの官庁案件

は安く赤字であるといった結果が得られ、最低制限価格制度の導入の要望書を提出するこ

とを希望している回答が大多数を占めていました。また、このアンケートでは、残業につ

いての質問も行い、興味深い結果を得たと報告がありました。 

 

さいごに 

 今回の災害時の協定と適正価格のテーマについては、環境計量証明事業にとって非常に

重要であり、脅威であり、乗り越える契機でもあります。県単組織のような団体活動を通

じて、自社を守る体制と自治体との連携を図り、会員のため、業界のために推進できれば

と思います。 
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幸 せ の 定 義 

広 瀬 一 豊 

 

    

幸せの定義を、他人との比較で考える人がいます。 自分が幸せか不幸せかの基準を外

に置いている。幸せは他人の目で決まるものじゃない。他人との比較で決まるものでもな

いのです。 

・「誰か」と比較して、いつも「何か」を基準にして。 

・あの人よりはマシ。 

・あの人に比べれば私なんて全然。 

・そうやって、上を見て嫉妬したり、落ち込んだり。 

・下を見ては優越感にひたったり、安心したり。 

心が他人を蹴落とすことや、追い越されないことに一杯になってしまって、いつまでた

っても心が休まることがない。 

自分が「幸せ」なのか「不幸」なのかを、自分の外に置くものではありません。幸せの

定義が他人との比較だと思い違いしている人は、生きることが苦しく感じてしまいます。 

他人と比べて幸せかどうかは関係ないのですから。「外から見える自分」にばかり意識

を向けるのはやめにしましょう。 

幸せの定義を勝ち負けや、順位付けで考えるのはもう終わり。それではいつか、他人の

幸せを喜べずに、他人の不幸を望んでしまう。とても悲しい生き方です。 

あなたが幸せになるために、誰かと比べる必要なんてありません。争う必要だってあり

ません。幸せはイス取りゲームでも先着順でもないのだから。あなたの幸せは、あなたが

決める。 

あなたの幸せの定義は、あなた自身が決めればいい。誰かが決めた幸せは必要ありませ

ん。誰かが望む幸せも必要ないのです。正解も間違いもありません。人の数だけ幸せの形

があるのです。他人の期待に応える必要なんてない。誰のためでもなく、自分自身のため

に生きればいい。あなたが望む人生を生きればいい。それは「誰か」ではなく「自ら」選

ぶもの。 

幸せの定義はいつだってあなたの心の中。自分の幸せの形は、常に自分の中に置いてお

きましょう。 

  

７.寄 稿 
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2020年 4月 1日 現在 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 354-0045

環境分析開発センター

田口　紀明

代表取締役 石坂　靖子 049-293-7166 049-259-7636

〒 331-0811

代表取締役

清水  学

代表取締役 清水  学 048-666-3350 048-665-8242

技術課

金森　重雄

〒 166-0003

菅原　昇

菅原　昇 090-9630-2555

〒 330-0856

川元　康弘

代表取締役 伊藤　具厚 048-642-7575 048-642-7575

〒 351-0114

環境測定

秋山　進

代表取締役社長 猪俣　訓一 048-464-3599 048-464-3620

〒 105-0014

常務取締役

渡邉　浩二

代表取締役 吉武　俊一 03-5232-3678 03-5232-3679

○ ○

・ － ・
http://www.es-koenji.com sugawara@es-koenji.com

・

イー・サポート　高円寺
【賛助会員】 東京都杉並区高円寺南４－１－４

３０３

○

http://www.alpha-labo.co.jp

info@is-engineering.co.jp

info@alpha-labo.co.jp

アルファー・ラボラトリー㈱
分析センター さいたま市北区吉野町１－６－１４

http://www.is-engineering.co.jp

アイエスエンジニアリング㈱
分析センター 三芳町上富緑１５８９－２

・ ・

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

・ ・

－

○

－

○

・

・ ・

○

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(1／9)

・ ・ － ・

・

・ ・ ・

株式会社エイビス

和光市本町１６－２

－

○   

http://www.itoh-kohgai.co.jp bunseki@itoh-kohgai.co.jp

猪俣工業㈱

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://www.aivs.co.jp info@aivs.co.jp

（アイウエオ順）

・ ・ ・東京都港区芝３－３－１４
ニットクビル４階

inomata@inomata.co.jp

○

㈱伊藤公害調査研究所
埼玉支社

○

○ ○

さいたま市大宮区三橋三丁目
１９５－１

－

○ ○ ○

８ . 会員名簿  
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 331-0046

技術部

山本　泰久

代表取締役 浅野　幸雄 048-614-8970 048-614-8971

〒 343-0021

佐藤　祐

代表取締役社長 江藤　真吾 048-974-8011 048-974-8019

〒 345-0043

環境技術部

内田　丈晴

所長 野邉　隆幸 0480-37-2601 0480-37-2521

〒 338-0003

営業グループ

小高　浩靖

北関東技術センター長 宮原　慎一 048-840-1100 048-840-1101

〒 335-0034

技術１部

大谷内　彰

代表取締役 能登　祥文 048-422-4857 048-422-3336

〒 336-0926

浦橋　三雄

代表取締役 石川　理積 048-873-6566 048-873-6566

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://www.kankyou-keisoku.co.jp urahashi@kankyou-keisoku.co.jp

（アイウエオ順）

○ ○ ○
さいたま市緑区東浦和５－１８－８０

http://www.kankyougiken.co.jp center@kankyougiken.co.jp

○

㈱環境管理センター
北関東技術センター

○

○

○ ○

さいたま市中央区本町東３－１５－１２

○ ○ － ○

○ ○ ○

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(2／9)

－

○

○ ○

環境計測㈱
さいたま事業所

○

戸田市笹目２－５－１２

－

○ ○ ○

○

http://www.kankyo-kanri.co.jp kitakantoecc@kankyo-kanri.co.jp

㈱環境技研
戸田テクニカルセンター

○

  

 

○

 

t_kankyo@ceri.jp

○

－

○

－ ○

○ ○ ○

－

○

yamamoto@ns-kankyo.co.jp

y-sato@oaso.jp

さいたま市西区宮前町１６２９－１

○ ○

エヌエス環境㈱東京支社
東京技術センター

○ ○ ○

部署　氏名

○

○

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ
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大
気
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気
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壌

騒
　
音

連絡担当者
　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

http://www.ns-kankyo.co.jp

http://www.cerij.or.jp

○ ○

杉戸町下高野１６００番地

○ ○

越谷市大林２７２－１

一般財団法人
化学物質評価研究機構
東京事業所

http://oaso.jp

大阿蘇水質管理株式会社
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 337-0033

鈴村　多賀志

鈴村　多賀志 090-7816-4974 048-683-7098

〒 360-0841

代表取締役

堀江　匡明

代表取締役 堀江　匡明 048-531-0531 048-531-0532

営業課

鯨井　幹雄

〒 350-0844

技術部

寺山　雄一

代表取締役 吉田　裕之 049-225-7264 049-225-7346

〒 355-0008

分析ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

持田　隆行

代表取締役 星野 宗義 0493-39-5181 0493-39-5191

〒 340-0003

検査部

袴田　雅俊

工場長 田森　勉 048-931-1331 048-931-5979

〒 348-0041

テクニカルグループ

清水　陽一郎

代表取締役 清水　政男 048-560-6222 048-560-6223

 

○

振
　
動

事 業 所 名

○

環境計量事務所スズムラ    

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

RXA04071@nifty.com

さいたま市見沼区御蔵１２４７－８

○ ○

㈱環境総合研究所 ○ ○

http://www.kansouken.co.jp

川越市鴨田５９２－３

○㈱環境工学研究所  

○

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－

－

○

office@kansouken.co.jp

 ○

○ ○

k-kogaku@bi.wakwak.com

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(3／9)

－

○

○

㈱関東環境科学

草加市稲荷１－７－１

－

 　 ○

○ ○

http://www.kankyoutekuno.co.jp

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://kantokankyo.jp/ kanto.e.s@image.ocn.ne.jp

（アイウエオ順）

○ ○ ○
羽生市上新郷５９９５－７

http://www.kanto.co.jp hakamada-masatoshi@gms.kanto.co.jp

info@kankyoutekuno.co.jp

関東化学㈱草加工場 ○

○

㈱環境テクノ ○

熊谷市新堀１６９－４　永田ビル

http://k-kogaku.net

○ ○

東松山市大字大谷３０６８－７０

－
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 365-0033

分析センター

長山　一茂

代表取締役社長 室岡　猛 048-541-3233 048-540-1148

〒 360-0855

取締役

萩原  尚人

代表取締役 萩原　美澄 048-532-1655 048-532-1628

〒 330-0851

業務担当

塩田　芳久

代表取締役社長 富田　邦裕 048-668-7282 048-668-1979

分析担当

松井　祥夫

〒 362-0052

技術部

安野　宏昭

代表取締役 今村 二八朗 048-780-6152 048-780-6154

〒 343-0041

代表取締役

向井　貢

代表取締役 向井　貢 　 048-934-9555 048-934-9556

〒 350-0311

代表取締役

仁平　仁

代表取締役 仁平　仁 049-236-3953 049-277-5318

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://www2.odn.ne.jp/saikan/ saikan@pop02.odn.ne.jp

鳩山町石坂７２６－９

・

・

kotohogi@sky.plala.or.jp

越谷市千間台西１－９－１３－２０１
・ ・

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(4／9)

－

 ㈱埼玉環境サービス

（アイウエオ順）

 ○  

・ ・

・ ・ － ・

㈱ことほぎ
【賛助会員】

・

　

http://www.kyowakako.co.jp/

㈱コーヨーハイテック ○  

kht@koyo-corp.jp

上尾市中新井４０４－１

－

○ ○

－

 ○

○○
info@kumagaya.co.jphttp://www.kumagaya.co.jp

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名
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気
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壌

部署　氏名

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

○ ○

－

○ ○ ○

○

㈱建設環境研究所 ○ ○

https://www.kensetsukankyo.co.jp/

さいたま市大宮区櫛引町１-２６８-１

㈱熊谷環境分析センター

○

協和化工㈱

○ ○ ○

○

○

○

labo@kensetsukankyo.co.jp

k-nagayama@kyowakako.co.jp

熊谷市大字高柳１－７

－

鴻巣市生出塚１－１－７

○

○
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 330-0855

常務理事・業務本部長

野口　裕司

代表理事 星野　弘志 048-649-5499 048-649-5543

〒 355-0133

検査測定部　部長

大島　忠雄

理事長 金井　忠男 0493-81-6074 0493-81-6753

〒 347-0057

環境メッシュ課長

持田　和男

代表取締役 宇和野　庄二 0480-63-1700 0480-63-1556

〒　340-0028

営業部

竹内　雄貴

取締役社長 川又　勇司 048-924-7151 048-928-3587

〒 350-0034

取締役

甲斐　恭子

代表取締役 甲斐　正満 049-224-8851 049-224-8365

〒 365-0001

営業部

齋藤　智則

代表取締役 大島　忠男 048-568-2500 048-568-2505

○

○

○

振
　
動

事 業 所 名

○

一般社団法人
埼玉県環境検査研究協会

○ ○ ○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

news@saitama-kankyo.or.jp

さいたま市大宮区上小町
１４５０－１１

http://www.saitama-kankyo.or.jp

○

○

埼玉ゴム工業㈱ ○ ○

http://www.saitamagomu.co.jp/mesh

加須市愛宕２－５－２４

公益財団法人
埼玉県健康づくり事業団

○

○

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－

－

○

mesh@saitamagomu.co.jp

○ ○

kankyou@saitama-kenkou.or.jp

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(5／9)

・ ・ － ・

・

・ ・ ・

大起理化工業㈱

川越市仙波町４－１８－１９

－

　 　 　

○ ○

○

https://www.sangyobundeki.co.jp/

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://www.daiki.co.jp saito@daiki.co.jp

（アイウエオ順）

・ ・ ・
鴻巣市赤城台２１２－８

http://www1.ocn.ne.jp/~daikieng/ daikikai@peach.ocn.ne.jp

ias@sangyobunseki.co.jp

ダイキエンジニアリング㈱ 　

○

㈱産業分析センター ○

吉見町江和井４１０－1

http://www.saitama-kenkou.or.jp

○ ○

草加市谷塚二丁目１１番７号

－



－ ６９ － 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 338-0832

代表取締役

高橋  紀子

代表取締役 高橋  紀子 048-861-0288 048-861-0223

〒 339-0005

山田　宏

代表取締役社長 武田　敏充 048-756-4705 048-756-4760

〒 230-0023

環境事業部

次長

環境事業部長 木南　勉 折茂　芳則 050-9000-0644 045-521-5241

〒 332-0035

土壌分析室

水柿　貴史

センター長 山口　弘志 048-259-0750 048-254-5490

〒 331-0804

業務課

北村　伸

代表取締役 寺木　眞一郎 048-666-2040 048-652-2228

〒 113-0034

機器営業部

斉藤　功一

代表取締役 押田　達也 03-5688-7402 03-3831-9829

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://www.tokyokaken.co.jp saito-k@tokyokaken.co.jp

東京都文京区湯島３－２０－９

○

○

s-kitamura@teraki.co.jp

さいたま市北区土呂町１－５９－７
○ ○

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(6／9)

・ ・ － ・

・

・ ・ ・

㈱東京科研

（アイウエオ順）

・ ・ ・

○

－

寺木産業㈱ ○

○

http://www.takamizawa-acri.com

○

中央開発㈱
ソリューションセンター

○ ○

http://www.ckcnet.co.jp mizugaki@ckcnet.co.jp

○

川口市西青木３－４－２

－

　 　

－

○

takeda@takeda-eg.co.jp

○

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

部署　氏名

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

　 　

－

○ ○ ○

○

㈱タツノ ○

https://www.tatsuno-kankyou.jp

神奈川県横浜市鶴見区市場西中町
１０－７

㈱武田エンジニヤリング

○ ○

㈱高見沢分析化学研究所

○

　

○

　

yoshinori_orimo@tatsuno.co.jp

tkmzw@kj8.so-net.ne.jp

さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８

－

さいたま市桜区西堀６－４－２８

　



－ ７０ － 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 333-0866

環境部

浄土　真佐実

代表取締役社長 髙月　邦夫 048-268-2800 048-268-8301

〒 330-0841

環境分析センター

河嶋　ちか子

執行役員 池村　彰人 048-871-6511 048-871-6515

〒 335-0013

技術開発ｾﾝﾀｰ

主　　任

技術開発ｾﾝﾀｰ所長 若林　信 大熊　純一 048-441-6301 048-441-6300

〒 343-0824

所　　長

横尾　克己

代表取締役 長島  惣平 048-961-6161 048-961-5111

営業課

村上　隆之

〒 336-0015

執行役員

営業統括部　部長

代表取締役 内藤  岳 鈴木　竜一 048-887-2590 048-886-2817

〒 338-0837

環境技術

グループ

所長 渡辺　一弘 高野　麻由子 048-714-5001 048-844-8522

○

○

○

振
　
動

事 業 所 名

○

㈱東京久栄 ○ ○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

jodo@tc.kyuei.co.jp

川口市芝６９０６－１０

https://www.kyuei.co.jp

○

○ ○○

㈱東建ジオテック
技術開発センター

○ 　

http://www.tokengeotec.co.jp

戸田市喜沢２－１９－１

○
㈱東京建設コンサルタント
環境モニタリング研究所
環境分析センター

○

○

○

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－

－

center@tokengeotec.co.jp

　 ○

　 ○

Kawashima-ｃ@tokencon.co.jp

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(7／9)

○
日本総合住生活㈱
技術開発研究所

○ ○

さいたま市南区大字太田窪２０５１－２

－

○ ○ ○

○ ○

○

http://www.tohokaken.co.jp/

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

http://www.js-net.co.jp m-takano@js-net.co.jp

（アイウエオ順）

○ ○
さいたま市桜区田島７－２－３

http://www.knights.co.jp webmaster@knights.co.jp

info@tohokaken.co.jp

内藤環境管理㈱ ○

○

東邦化研㈱
環境分析センター

○

さいたま市大宮区東町１－３６－１

http://www.tokencon.co.jp/

○

越谷市流通団地３－３－８

○ ○ －



－ ７１ － 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 350-1101

第二検査部環境検査課

課長

代表取締役社長 近藤　健介 沖本幸俊 049-232-0475 049-232-0650

〒 103-0011

営業部

赤沼　英雄

代表取締役 山下　宗孝 岡野　勝樹 03-5847-0252 03-5847-0255

〒 367-0048

和田　尚人

和田　英雄 0495-21-7838 0495-21-8630

〒 340-0102

環境R&D推進室

分析センター

環境R&D推進室長 赤澤　尚友 村田久美子 0480-42-0712 0480-42-6590

〒 358-0034

分析課

花田　克裕

代表取締役社長 松田　芳明 04-2935-0911 04-2934-6815

分析課

齋藤　友子

〒 368-0072

セメントグループ

山下　牧生

所長 下坂　建一 0494-23-6073 0494-23-6093

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

mkyamast@mmc.co.jp

横瀬町大字横瀬２２７０
　 　○ ○

http://www.mmc.co.jp

　

http://www.matsuda-sangyo.co.jp hanada-k@matsuda-sangyo.co.jp

三菱マテリアル㈱
セメント事業カンパニー
セメント研究所

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(8／9)

（アイウエオ順）

　

－

入間市根岸字東狭山６０

－

　　

bunseki@maezawa.co.jp

前澤工業㈱環境R&D推進室

http://www.maezawa.co.jp

幸手市高須賀５３７

　松田産業㈱開発センター ○

　○

㈱本庄分析センター

yuki-oki@bml.co.jp

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

連絡担当者

部署　氏名

　

http://www.bl-tec.co.jp

東京都中央区日本橋大伝馬町
14－15 　マツモトビル４F

ビーエルテック㈱ ・

○

本庄市南１－２－２０

info@honjo-bunseki.jp

○

振
　
動水

質
大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

㈱ビー・エム・エル
ＢＭＬ総合研究所

http://www.bml.co.jp/

・
info@bl-tec.co.jp

川越市的場１３６１－１

・

　

・

○

－

　

　

－

○

○

－

　

・

・ ・

－

・ ・

・



－ ７２ － 

 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 330-0835

営　業

松本　忠司

所長 長嶺　淳 048-641-5191 048-641-8660

〒 367-0114

大気　吉松

作業環境　羽成

代表取締役 根岸　順治 水質･土壌　根岸 0495-76-2232 0495-76-1951

〒 331-0811

環境官庁営業G

西嶋　慶文

取締役 木村　克年  048-669-2661 048-669-2662

〒 731-5128

LAセンター 営業部

営業チーム

代表取締役 吉川　惠 元木　宏 082-921-8840 082-921-2226

○

○

○

○ ○

振
　
動

事 業 所 名

○

山根技研㈱ ○ ○ ○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

info@yamane-eng.co.jp

児玉郡美里町大字中里２

http://www.yamane-eng.co.jp

　事　業　所　所　在　地

・ ・

○ ○○

ラボテック㈱ ・ ・

http://www.labotec.co.jp 

広島市佐伯区五日市中央４-１５-４８

○
ユーロフィン日本環境㈱
埼玉支店

○

la-center@labotec.co.jp

yoshifuminishijima@eurofins.com

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音

○

臭
気

○

－

－

・

－

○

・ ・

○ ○

・

・ ・

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(9／9)

○ ○

三菱マテリアルテクノ㈱
環境技術センター

○

さいたま市北区吉野町２-１４９１-１

http://www.eurofins.co.jp

連絡担当者

部署　氏名

http://www.mmtec.co.jp matutada@mmc.co.jp

さいたま市大宮区北袋町１－２９７

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。
      なお、県残土条例に基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

（アイウエオ順）

○ ○



－ ７３ － 

会員情報に変更が生じた場合に、ＦＡＸによる連絡用原稿としてご利用下さい。 

 

 

 

 

 埼玉県環境計量協議会 事務局 御中（ＦＡＸ ０４８－６４９－５５４３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿の場合に下表の変更部分の名称を○で囲って下さい。 

 

 

変更実施日        年   月   日より実施 

 

変
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*******************************【事務局処理欄】******************************* 
 

Web表示内容（  ）     Webの PDF（  ）  

埼環協 News掲載名簿（  ） 配信用アドレス（  ） 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス
部署　氏名

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

埼 環 協 会 員 情 報 変 更 届 

発信者 

変更又は訂正する情報内容にチェックを入れて下さい。 

□ 埼環協通信等の情報関係のＥメールアドレス 

□ 埼環協ホームページに掲載している表形式の内容 

□ 埼環協ホームページに掲載している PDFファイルの内容 

□ 埼環協ニュースに掲載している会員名簿（下表）の内容 



－ ７４ － 

埼玉県環境計量協議会 事務局 御中 

 ＦＡＸ ０４８－６４９－５５４３ 

 

 

 

 

 

 

 

当会誌について、ご意見、ご希望、ご感想等

がございましたら、このページをご利用頂い

て、事務局までＦＡＸして頂ければ幸いです。 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 御 社 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご 芳 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご連絡先 

-------------------------------------------------------------------- 



－ ７５ － 

編集後記 

 

TOKYO2020 

7 月から東京オリンピック・パラリンピックが始まる予定でしたが、先日延期が発表さ

れました。 

私は一次抽選で、開会式，閉会式，男子サッカーに応募しましたが当選できず、二次抽

選で女子サッカーが当たり楽しみにしていたのですが、新型コロナウイルスの感染拡大・・・ 

一日も早い収束、そして東京オリンピック・パラリンピックが来年の夏に開催されるこ

とを願っています。                                     

（し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員 

 

(長) 宮原 慎一 (株)環境管理センター  吉田 裕之 (株)環境総合研究所 

(副) 清水 学 アルファー・ラボラトリー(株)  広瀬 一豊 埼環協顧問 

 寺山 雄一 (株)環境総合研究所    

 永沼 正孝 (株)環境テクノ (事) 野口 裕司 (一社)埼玉県環境検査研究協会 

 袴田 賢一 (一社)埼玉県環境検査研究協会 (事) 倉内 香 (一社)埼玉県環境検査研究協会 

 村田 秀明 (公財)埼玉県健康づくり事業団    
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